
予算委員会 斎藤嘉隆参議院議員
学校一斉休校について総理に質疑

３月２日、参議院予算委員会で新年度（令和２年度）予算案の基
本的審議が始まり、斎藤嘉隆議員が質問に立ちました。斎藤議員は、
前週の木曜日の夕方に突如発表され、当日より始まった全国一斉臨
時休校を中心に質問しました。
全国一斉臨時休校の要請問題については、一定の措置の必要性を

認めた上で、決定プロセスや、３月２日から春休みいっぱいと定め
た期間に問題があり、その結果現場に混乱が生じていると指摘しま
した。所管の萩生田文科大臣がこの内容を知ったのはいつかと尋ね
ると、萩生田大臣は発表当日の午前中であったことを明らかにしま
した。
斎藤議員は、すべての小中高・特別支援学校への全国一斉休校を

要請する一方で、幼稚園や保育所、学童保育を対象から外したこと
を疑問視。学童保育は学校の教室よりも過密な状況もあるとして、
クラスター（集団感染）発生を防止するために休校とする方針と齟
齬があるのではないか、クラスター感染するリスクが高くなる恐れ
はないかと質しました。これに対して加藤厚労大臣は、「施設ごと
の事情があり、どちらが高いと直ちに申し上げる状況にな
い」と答弁。無責任な姿勢に
傍聴席からも驚きの声が上が
りました。総理にこの決定に
ついて理由を質すも、十分な
理由の説明もなく、また専門
家の意見も聞かずに決めたこ
とがわかりました。

経済産業委員会
コロナ対策の迅速化や充実を訴える

資源エネルギーに関する調査会
斎藤議員が理事を務める資源エネ

ルギーに関する調査会が開かれ、５
月２１日は政府に対する質疑を行い
ました。コロナの影響で各国が環境
を改善する目標を見直したり、これ
を機に環境に負荷のかからない生活
様式などにチャレンジしている中、
我が国でそうした取り組みが進めら
れているのか、など政府に質し、提
案を行いました。

5月12日、斎藤議員は経済産業委員会で質疑いたしました。
案件は割賦販売法の改正案についてでしたが、経済産業省所管
である持続化給付金の問題点についても質問しました。
特に、経済産業省所管の持続化給付金については問い合わせ

も多く、手続き等について質しました。
5月21日には、「特定高度情報通信技術活用システムの開発

供給及び導入の促進に関する法律案」及び「特定デジタルプラ
ットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案」とい
う2法案に関して、参考人に対する質疑を行いました。これら
の法案は、５G、ドローンの開発・運用に関わるものと、アマゾンや楽天のようなインターネット上の巨大な販
売業者に関するものです。技術の発展により便利になる反面、様々な不都合な点もでてきています。5月26日に
は法案について政府に質疑し、その上で賛成し、法案は5月27日の本会議で可決成立しました。
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議院運営委員会
緊急事態宣言の発令を受け政府から事前報告

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、４月７日、政府から緊急事
態宣言が発令されました。政府の緊急事態宣言の発令やその変更は事前
に国会に報告するルールになっていますが、その報告を受け政府の姿勢
を質すのが、斎藤議員が野党筆頭理事をつとめる議院運営委員会です。
４月７日に「新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言」が出されまし

た。これについて総理が国会に出席し、総理より報告を受け、各党の質
疑者が質疑をしました。
４月１６日の夜には、区域変更が行われることになり、急遽、委員会

が開かれ、西村担当大臣に質疑をしました。政府の突然の連絡であり、
政府内で十分な議論が行われているのか疑問であり、政府の対応を問題視しました。またこの時点で多くの知事
には連絡がなされていないことも明らかになり、政府の迷走ぶりが露呈されました。

また、５月１４日には、政府の緊急事態宣言の一部解除にともない、議院
運営委員会が開かれ、再度質疑いたしました。この際にはNHKで放送され
ました。
さらに5月25日、緊急事態宣言の全国解除が決定されたことを受け、三

度目の質疑を議院運営委員会で行いました。冒頭、緊急事態宣言の全面解
除にあたっては発令時と同様に安倍総理が出席すべきではないかと提起し
ましたが、明確な答弁は得られませんでした。また、北海道や神奈川が数
だけ見れば基準をクリアしていないなか、解除ありきではなかったのか、
緊急事態宣言の再発令は可能か、学校休業が3カ月にも及ぶなか、子ども
の学習権をどう確保するか等について質問しました。学校への人的加配の
措置なども含めて必要な予算の確保など、対策の強化を求めました。

文科部門会議
子どもたちの学びの保証を

緊急事態宣言が全国的に解除され、学校一斉

休校から徐々に通常授業への取り組みがなされ
ています。この間の空白をいかに取り戻すか、
様々な意見を出して、政府・文部科学省と議論
しています。
一刻も早く、安全で安心な学校生活を再開で

き、すべての子ども達に学びの機会が保障され
るよう頑張ります。

新型コロナウイルス対策
政府与野党連絡協議会

新型コロナウイルス対
策政府与野党連絡協議会
を通じて、様々な要望を
伝えています。
５月２２日現在で第９

回となり、雇用調整助成
金の拡大や家賃補助、イ
ンフルエンザワクチン無
償接種、文化芸術を支援
するための基金創設など、
様々な皆さんから寄せられた要望を政府に伝え、その中でい
くつか重要なものが実現しています。
今後も、政府の対策で抜け落ちているもの、不都合なもの

など、皆さんの要望を基に政府に要望し、コロナウィルス感
染症による生活の問題、雇用の問題、経済の問題等を解決し
ていきます。


